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令和３年６月１日

日本原燃株式会社 再処理事業所の再処理事業
変更許可申請（共用）及び廃棄物管理事業変更許

可申請に係る指摘事項への回答

【公開版】 資料２



指摘事項に対する回答
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１．廃棄物管理施設の規則適合性に関する整理

廃棄物管理施設の規則適合性において，主たる設備である再処理施設の適合をもって廃棄物管理施設
の適合を説明しているが，廃棄物管理施設の要求事項に照らした必要な設備等（例：監視設備等）の適合
性についての説明が十分ではない。
廃棄物管理施設の要求事項に照らして必要な設備や運用は何かを明確にし，その上で，共用しない設

備であれば，主たる設備である再処理施設の設備を運用で使用する等の適合性を繋ぐための説明をする
こと。

P３

２．第１貯蔵系を共用とした理由

しゅん工している固体廃棄物の廃棄施設はＦ施設低レベル廃棄物貯蔵系と第１貯蔵系であるが，第1貯
蔵系のみを共用する理由を明確にすること。
具体的な説明ロジックとしては，以下4点で整理すること。
・再処理構内にある固体廃棄物貯蔵設備の全体像
・上記の内しゅん工している設備はどれか
・本変更で廃棄するために共用するものはどれか
・なぜ，その範囲を共用するのか

P７

３．最大保管廃棄能力到達期間の再評価

第２低レベル廃棄物貯蔵系の最大保管廃棄能力到達期間の評価において，既許可では再処理量800ｔ固
定を条件としていたが，今回，再処理量が推移していく条件に修正するのであればその妥当性の審査が必
要となる。また，今回の申請で予定再処理量を未定としていることを受けると，最大保管廃棄能力到達期間
の評価の方で，再処理量を制限していることにもなり兼ねない。最大保管廃棄能力到達期間はリジットな値
で審査していないことも踏まえ，再処理量の条件を見直すのか検討すること。

P８
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１.廃棄物管理施設の規則適合性に関する整理（１/４）

 第１貯蔵系の共用にあたり，条文又は項によっては事業指定基準規則への適合をもって事
業許可基準規則の適合性を確認している。それらの条文又は項については，事業指定基準
規則への適合に加え，主たる設備である再処理施設の設備を使用すること及び必要に応じ
て運用を明確にすることで，事業許可基準規則への適合性を確認する。

 上記の方法により適合性を確認する条文又は項は４ページの表の通り整理した。また，適合
性を確認する条文又は項における使用する設備又は運用の整理結果を５，６ページの表に
示す。

 ５，６ページの表に基づき，適合性を確認した結果を別表１に示す。なお，運用については，
平常時は，再処理施設の要員を廃棄物管理施設の保安組織に組み込むことによって対応す
ることで事業許可基準規則の要求事項に適合できるため，異常時について記載している。
以下に確認例を示す。

・再処理施設の設備を使用することで適合性を確認できる条文又は項の例

例：第二条「遮蔽等」については，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋を使用することで，規則で
要求される遮蔽その他必要な措置に適合できる。

・再処理施設の設備を使用すること及び運用を明確にすることで適合性を確認できる条文又
は項の例

例：第四条「火災等による損傷の防止」については，火災感知設備，消火設備等を使用する
こと及び火災等の異常時には，規則要求である早期の感知に対応するため，再処理施
設で初動対応することと同時に，再処理施設から廃棄物管理施設に通信連絡設備を使
用して連絡する運用を明確にすることで，要求事項に適合できる。

■適合性の確認について
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１.廃棄物管理施設の規則適合性に関する整理（２/４）

事業許可基準規
則の条文

適合性確認
再処理施設の設備

対応する事業指定
基準規則の条文

事業許可基準規
則の条文

適合性確認
再処理施設の設備

対応する事業指定
基準規則の条文共用(◎)

/使用(●)
運用(◇)

共用(◎)
/使用(●)

運用(◇)

第二条 〇 ◎● － 第三条 第十一条＊ 〇・▲ ◎ － 第十五条

第三条 ○ ◎● － 第四条 第十二条 ▲ － － －

第四条 〇 ● ◇ 第五条 第十三条 ▲ － － －

第五条＊ 〇・▲ ● － 第六条 第十四条 ▲ － － －

第六条＊ 〇・▲ ◎● － 第七条 第十五条＊ ○・▲ ● ◇
第十八条

第二十四条

第七条 ▲ － － － 第十六条＊ 〇・▲ ● ◇
第二十三条
第二十四条

第八条 〇 ● ◇ 第九条 第十七条＊ 〇・▲ ◎ －
第二十一条
第二十二条

第九条 〇 ● － 第十条 第十八条 ▲ － － －

第十条 ▲ － － － 第十九条 〇 ● ◇
第二十七条
第十四条

〇： 第１貯蔵系の共用にあたり，適合性を確認する条文又は項

▲： 適合性に影響がない条文又は項

＊：項又は号により，「〇」と「▲」に分かれる条文

下線部：今回の整理及び明確化により，5/17審査会合から変更になった部分（整理資料修正予定）

■適合性を確認する条文又は項の整理



5

１.廃棄物管理施設の規則適合性に関する整理（３/４）

条・項
事業基準規則への適合に必要な再処理施設の設備及び運用

共用又は使用する再処理施設の設備 異常時の運用

第二条 遮蔽等
第１項

【使用する設備】
・第２低レベル廃棄物貯蔵建屋（第１貯蔵系を収納す
る建屋）

－

第２項
【共用する設備】
・第２低レベル廃棄物貯蔵系 第１貯蔵系

－

第三条 閉じ込めの機能 －

【使用する設備】
・第１貯蔵系に保管廃棄する廃棄物管理施設の貯蔵
容器（雑固体を封入）

－

第四条
火災等による損
傷の防止

第１号
【使用する設備】
・不燃性材料又は難燃性材料を使用した設備

－

第２号

【使用する設備】
・火災感知設備
・消火設備

【異常時の運用】
・火災が発生した場合，再処理施設にて初動対応を実
施し，所内通信連絡設備にて再処理施設から廃棄物
管理施設に連絡する。

第３号
【使用する設備】
・火災影響軽減設備

－

第五条
廃棄物管理施設
の地盤

第１項
【使用する設備】
再処理施設及び廃棄物管理施設の共通の地盤

－

第六条
地震による損傷
の防止

第１項
第２項

【共用する設備】
・第２低レベル廃棄物貯蔵系 第１貯蔵系
【使用する設備】
・第２低レベル廃棄物貯蔵建屋（第１貯蔵系を収納す
る建屋）

－

第八条
外部からの衝撃
による損傷の防
止

第１項
第２項

【使用する設備】
・第２低レベル廃棄物貯蔵建屋（第１貯蔵系を収納す
る建屋）

【異常時の運用】
・自然現象等が発生した場合，再処理施設にて初動
対応を実施し，所内通信連絡設備にて再処理施設か
ら廃棄物管理施設に連絡する。

第九条

廃棄物管理施設
への人の
不法な侵入等の
防止

－

【使用する設備】
・人の不法な侵入等並びに核燃料物質等の不法な移
動又は妨害破壊行為を核物質防護対策として防止す
る設備（人の容易な侵入を防止できる柵等は共用）

－

■適合性を確認する条文又は項における使用する設備又は運用の整理
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１.廃棄物管理施設の規則適合性に関する整理（４/４）

条・項
事業基準規則への適合に必要な再処理施設の設備及び運用

共用又は使用する再処理施設の設備 異常時の運用

第十一条
安全機能を有す
る施設

第１項
第３項

【共用する設備】
・第２低レベル廃棄物貯蔵系 第１貯蔵系

－

第２項
【共用する設備】
・第２低レベル廃棄物貯蔵系 第１貯蔵系

－

第十五条
計装制御系統施
設

第１項

【使用する設備】
・火災感知設備
※第1貯蔵系には，金属製の容器に封入した雑固体を
建屋内で取り扱うことから閉じ込める機能を監視する
計測制御施設は備わっていない。

【異常時の運用】
・第四条の異常時の運用を参照。

第十六条放射線管理施設

第１号

【使用する設備】
・屋内モニタリング設備

【異常時の運用】
・第1貯蔵系に設置している屋内モニタリング設備が警
報吹鳴した場合，再処理施設にて初動対応を実施し，
所内通信連絡設備にて再処理施設から廃棄物管理施
設に連絡する。

第３号(公衆
に対する要
求を除く)

【使用する設備】
・屋内モニタリング設備

【異常時の運用】
・第1貯蔵系に設置している屋内モニタリング設備が警
報吹鳴した場合，再処理施設にて初動対応を実施し，
所内通信連絡設備にて再処理施設から廃棄物管理施
設に連絡する。

第十七条廃棄施設 第２項
【共用する設備】
・第２低レベル廃棄物貯蔵系 第１貯蔵系

－

第十九条通信連絡設備

第１項

【使用する設備】
・所内通信連絡設備

【異常時の運用】
・火災等が発生した場合，再処理施設にて初動対応を
実施し，所内通信連絡設備にて再処理施設から廃棄
物管理施設に連絡する。

第２項

【使用する設備】
・所外通信連絡設備

【異常時の運用】
・火災等が発生した場合，再処理施設にて初動対応を
実施し，所内通信連絡設備にて再処理施設から廃棄
物管理施設に連絡する。

第３項

【使用する設備】
・第２低レベル廃棄物貯蔵建屋（安全避難通路）
・誘導灯及び非常灯

－



低レベル固体廃棄物貯蔵設備 保管対象 施設区分
廃樹脂貯蔵系 廃樹脂 未しゅん工

ハル・エンドピース貯蔵系
ハル

エンドピース
未しゅん工

チャンネルボックス・
バーナブルポイズン貯蔵系

チャンネルボックス
バーナブルポイズン

未しゅん工

第１低レベル廃棄物貯蔵系
雑固体

低レベル濃縮廃液の固化体
しゅん工

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
低レベル廃棄物貯蔵系

雑固体 しゅん工

第２低レベル廃棄物貯蔵系

低レベル濃縮廃液の処理物及び固化体
廃溶媒の処理物
雑固体の処理物

雑固体

第１貯蔵系 しゅん工

第２貯蔵系 未しゅん工

第４低レベル廃棄物貯蔵系
雑固体

低レベル濃縮廃液の固化体
しゅん工
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■低レベル固体廃棄物貯蔵設備のうち，以下の理由から第１貯蔵系を選定した。

・ しゅん工施設である廃棄物管理施設の雑固体を保管廃棄する観点から，同様にしゅん工
している設備である。

・ 十分な量の保管廃棄が見込める。

・ ＭＯＸ燃料加工施設とも共用している同一の建屋に雑固体を集約することで，将来的な処
理に向けた管理が容易になる。

本変更における廃棄物管理施設が必要とする機能は，雑固体の保管廃棄能力であり，
そのために直接必要とする機能を有する設備は低レベル固体廃棄物貯蔵設備の以下と
なる。

２.第１貯蔵系を共用とした理由
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３.最大保管廃棄能力到達期間の再評価（１/２）

従来の評価条件
(既許可)

今回評価条件
前回審査会合時の

評価条件
備考

再処理施設 貯蔵実績
47,783本

(令和２年２月29日)
49,696本

(令和３年２月28日)
49,696本

(令和３年２月28日)
貯蔵実績を反映

再処理施設 しゅん工時期 令和３年度上期 令和４年度上期 令和４年度上期 しゅん工時期見直しの反映

ＭＯＸ燃料加工施設
しゅん工時期

令和４年度上期 令和６年度上期 令和６年度上期 しゅん工時期見直しの反映

【再処理施設操業前】

再処理施設停止期間の
廃棄物発生量

約1,500本/年
従来の評価から
変更なし

従来の評価から変更なし ―

新規制基準に係る工事の
廃棄物発生量

約3,210本
従来の評価から
変更なし

従来の評価から変更なし ―

廃棄物管理施設で
発生する雑固体

― 約75本/年 約75本/年
共用による受入れを
考慮し追加

【再処理施設操業後】

低レベル濃縮廃液の
乾燥処理物

約950本/年
従来の評価から
変更なし

約950本/年(800ｔ・ＵＰｒ処理時)
（再処理量見合いで評価）

―

低レベル濃縮廃液の
固化体

約250本/年
従来の評価から
変更なし

従来の評価から変更なし ―

廃溶媒の
熱分解生成物

約150本/年
従来の評価から
変更なし

約150本/年(800ｔ・ＵＰｒ処理時)
（再処理量見合いで評価)

―

再処理施設から発生する
雑固体

約4,300本/年
従来の評価から
変更なし

従来の評価から変更なし ―

六ヶ所保障措置分析所から
受入れる雑固体

約50本/年
従来の評価から
変更なし

従来の評価から変更なし ―

【ＭＯＸ燃料加工施設しゅん工後】

ＭＯＸ燃料加工施設で
発生する雑固体

約1,000本/年
従来の評価から
変更なし

従来の評価から変更なし ―

最大保管廃棄能力到達までの期間を評価するにあたり，再処理量見合いで評価し
ていた条件を，従来の評価条件である再処理量800ｔ固定の条件として再評価した。



再評価の結果，再処理施設から発生する低レベル固体廃棄物並びにMOX燃料
加工施設及び廃棄物管理施設から発生する雑固体の保管廃棄を考慮した場合，
再処理施設の最大保管廃棄能力到達までの期間は，6.3年となる。

これは，廃棄物管理施設から発生する雑固体を保管廃棄しない場合の6.4年と比
較しても同程度の期間（差異１箇月）であり，必要な容量が確保できることを確認し
た。
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再処理施設の保管廃棄量推移

３.最大保管廃棄能力到達期間の再評価（２/２）
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